
審議会等の名称 奈良市個人情報保護審議会

設置目的、担当事務

個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求等に対す
る実施機関が行った決定の不服申立てについて、客観的
な立場で処分の妥当性を審議すること
奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例の改正等に
関すること
個人情報の保護に関する法律に規定する安全管理措置の
基準に関すること
実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細
則に関すること

設置根拠法令等 奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例

設置年月日 令和５年４月１日

委員定数 ５名

任期 ２年

委員構成 学識経験者、弁護士

公開・非公開の別 一部非公開

担当課 総務部総務課

奈良市個人情報保護審議会の概要


